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第一部 【証券情報】

 

第１ 【募集要項】

 

１ 【新規発行株式】
 

種類 発行数 内容

普通株式 210,000株
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社におけ
る標準となる株式であります。
単元株式数　100株

 

（注）１　平成29年11月16日（木）開催の取締役会決議によります。

２　本募集とは別に、平成29年11月16日（木）開催の取締役会において、当社普通株式300,000株の新株式発行

に係る一般募集及び当社普通株式1,100,000株の自己株式の処分に係る一般募集（以下併せて「一般募集」

という。）を行うことを決議しております。また、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した上で、一般

募集の主幹事会社である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が当社株主から210,000株を上限と

して借入れる当社普通株式の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行う場合

があります。

なお、オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別

記載事項　オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

３　振替機関の名称及び住所

　　株式会社証券保管振替機構

　　東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

 

２ 【株式募集の方法及び条件】

(1) 【募集の方法】

 

区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）

株主割当 － － －

その他の者に対する割当 210,000株 211,556,000 105,778,000

一般募集 － － －

計（総発行株式） 210,000株 211,556,000 105,778,000
 

（注）１　本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会

社を割当先として行う第三者割当増資（以下「本第三者割当増資」という。）であります。

２　発行価額の総額は会社法上の払込金額の総額であり、発行価額の総額及び資本組入額の総額は、平成29年11

月８日（水）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であ

ります。

３　資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される

資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上

げるものとします。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を

減じた額とします。

４　第三者割当の方法によります。その概要は以下のとおりであります。

割当予定先の氏名又は名称 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社

割当株数 210,000株

払込金額の総額 211,556,000円

割当てが行われる条件 前記「１　新規発行株式」（注）２に記載のとおり
 

（注） 払込金額の総額は、平成29年11月８日（水）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基

準として算出した見込額であります。
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(2) 【募集の条件】

 

発行価格
（円）

資本組入額
（円）

申込株数単位 申込期間
申込証拠金
（円）

払込期日

未定
（注）１

未定
（注）２

100株 平成30年１月４日（木）
該当事項はあ
りません。

平成30年１月５日（金）
 

（注）１　発行価格については、平成29年11月28日（火）から平成29年11月30日（木）までの間のいずれかの日に決定

される一般募集における発行価額と同一の金額といたします。

２　資本組入額は前記「（1）募集の方法」に記載の資本組入額の総額を前記「１　新規発行株式」に記載の発

行数で除した金額とします。

３　全株式を三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。

４　三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が申込みを行わなかった株式については失権いたします。

５　申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ払込むもの

とします。

 

(3) 【申込取扱場所】

 

店名 所在地

ラサ商事株式会社　本店
東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目11番５号
RASA日本橋ビルディング

 

 

(4) 【払込取扱場所】

 

店名 所在地

株式会社みずほ銀行　兜町支店 東京都中央区日本橋兜町４番３号
 

 

３ 【株式の引受け】

該当事項はありません。

 

４ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

 

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

211,556,000 3,000,000 208,556,000
 

（注）１　発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

２　払込金額の総額（発行価額の総額）は、平成29年11月８日（水）現在の株式会社東京証券取引所における当

社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

 

(2) 【手取金の使途】

上記差引手取概算額上限208,556,000円については、本第三者割当増資と同日付をもって決議された一般募集の

手取概算額1,398,374,000円と合わせ、手取概算額合計上限1,606,930,000円について、350,000,000円を当社にお

ける運転資金に、1,256,000,000円を当社連結子会社である旭テック株式会社及びラサ・リアルエステート株式会

社への投融資資金に、残額を平成31年３月末までに当社の借入金の返済資金の一部に充当する予定であります。

当社における運転資金350,000,000円につきましては、平成31年３月末までに勿来発電所及び広野発電所向けの

水砕スラグ製造設備の仕入資金に充当する予定であります。

当社連結子会社への投融資資金につきましては、311,000,000円を平成32年３月末までに旭テック株式会社第一

工場（千葉県袖ケ浦市）において、大型回転機修理を可能とする大型クレーン導入等の設備投資資金に、

945,000,000円を平成31年３月末までにラサ・リアルエステート株式会社において賃貸用不動産購入資金に充当す

る予定であります。

上記手取金は、実際の充当時期までは、当社預金口座にて適切に管理いたします。
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（注） 水砕スラグ製造設備「ラサ・システム」は、主に製鉄所の高炉（溶鉱炉）から銑鉄生産時に副産物として発

生する溶融スラグを高圧水で粒状化（水砕）する設備で、スラグ中に含まれる硫化水素の大気中への飛散を

減少させるとともに、セメント原料として資源の再利用に貢献しております。国内の製鉄所のみならず海外

にもプラントを多数納入している実績があります。

 

第２ 【売出要項】

 

該当事項はありません。

 

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

オーバーアロットメントによる売出し等について

当社は、平成29年11月16日（木）開催の取締役会において、本第三者割当増資とは別に、当社普通株式300,000株

の新株式発行に係る一般募集及び当社普通株式1,100,000株の自己株式の処分に係る一般募集（一般募集）を行うこ

とを決議しておりますが、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した上で、一般募集の主幹事会社である三菱Ｕ

ＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が当社株主から210,000株を上限として借入れる当社普通株式の売出し

（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合があります。本第三者割当増資は、オーバーアロットメント

による売出しに関連して、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が上記当社株主から借入れた株式（以下

「借入れ株式」という。）の返還に必要な株式を三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社に取得させるため

に行われます。

また、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの

申込期間の終了する日の翌日から平成29年12月26日（火）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」とい

う。）、借入れ株式の返還を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出し

に係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があり

ます。三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株

式は、借入れ株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、三菱ＵＦＪモルガン・

スタンレー証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出

しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

さらに、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出し

に伴い安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により買付けた当社普通株式の全部又は一部を借入れ

株式の返還に充当することがあります。

オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、安定操作取引及びシンジケートカバー取引によって取

得し、借入れ株式の返還に充当する株式数を減じた株式数について、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会

社は本第三者割当増資に係る割当てに応じ、当社普通株式を取得する予定であります。そのため本第三者割当増資

における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割当増資における最終的

な発行数が安定操作取引及びシンジケートカバー取引によって取得した株式数を限度として減少し、又は発行その

ものが全く行われない場合があります。

 

第３ 【第三者割当の場合の特記事項】

 

該当事項はありません。

 

第４ 【その他の記載事項】

 

該当事項はありません。
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第二部 【公開買付けに関する情報】

 

該当事項はありません。
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第三部 【追完情報】

　

１　事業等のリスクについて

後記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書（第115期事業年度）及び四半期報告書（第116期第２四半

期）（以下「有価証券報告書等」という。）に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の

提出日以後、本有価証券届出書提出日（平成29年11月16日）までの間において変更がありました。以下の内容は、

当該「事業等のリスク」を一括して記載したものであり、当該変更箇所については＿＿＿罫で示しております。

なお、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は、下記の「事業等のリ

スク」に記載されたものを除き、本有価証券届出書提出日（平成29年11月16日）現在においてもその判断に変更は

なく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。また、当該有価証券報告書等に記載された将来に関す

る事項については、その達成を保証するものではありません。

 

［事業等のリスク］

当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えら

れる主な事項を記載しております。ただし、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資者

の判断において重要であると考えられる事項については、積極的な情報開示の観点から開示しております。

本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は本有価証券届出書提出日（平成29年11月

16日）現在における当社の判断に基づいたものであり、その実現を保証するものではありません。

 

(1) 商品市況の変動について

当社グループが資源・金属素材関連及び化成品関連において取り扱う商品は、相場変動による商品価格リスク

があります。資源・金属素材関連においては、在庫として保有する期間を短縮させるとともに、商品によっては

年間の販売量を事前に交渉するなどしてリスクの軽減を図っております。資源・金属素材関連及び化成品関連と

も短期的に想定以上の相場変動が生じた場合等には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(2) 為替相場の変動について

当社グループの外貨建てによる販売、仕入については、為替相場の変動によるリスクを負っておりますが、当

該リスクを減少させるために原則として取引契約成立の都度、為替予約を行っております。したがって、短期的

な為替変動が当社の業績に与える影響は軽微なものであると考えられますが、想定以上の為替変動が生じた場合

には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(3) 経済・設備投資動向について

当社グループが産機・建機関連及び環境設備関連において取り扱う商品並びにプラント・設備工事関連は、製

造業を主体とした顧客の工場や地方自治体等の運営する下水処理場等において主に使用又は施工されておりま

す。当該事業は機械や設備の販売及び工事施工のみならず、メンテナンス関連の需要も継続的にあること、ま

た、製造業を主体とした民需においては、当社グループの顧客は幅広い業種に亘っていることから、競合激化は

あるものの、一定の収益の安定性は確保できているものと考えております。しかしながら、全般的な経済動向や

設備投資動向の変化によっては、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

また、当社グループが化成品関連において取り扱う商品は、自動車、建材、電気、電子分野などに幅広く素材

を提供しており、国内外の経済動向の変化によっては、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(4) 業績の季節変動について

当社グループの産機・建機関連、環境設備関連及びプラント・設備工事関連の業績は、販売先の設備投資予算

の執行の関係により、売上高が第４四半期に偏重する傾向があり、利益についても第４四半期に偏重する構造と

なっております。
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(5) 自然災害等について

地震、洪水等の自然災害、事故やテロのような、当社グループが予測不可能な事により、インフラや下記の特

定商品の依存先に壊滅的被害があった場合や当社グループの設備に被害が発生し、再構築の範囲が大規模となっ

た場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

また、当社グループの設備は、日常的及び定期的に保守管理、安全対策を実施しておりますが、不慮の事故に

よる物的、人的被害が生じた場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(6) 特定商品の依存について

①　ジルコンサンド

ジルコンサンドについては、その大半を世界有数のミネラルサンズの生産会社であるオーストラリアのアイ

ルカ社から仕入れており、同社との間で日本における総販売代理店契約を締結しております。

当社グループは同社との安定的な取引関係を維持しておりますが、ジルコンサンドは鉱産資源であるため、

同社において安定した採掘量が確保できなくなった場合、同社との関係に変更があった場合、又は同社の事業

方針に変更があった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

なお、平成27年９月アイルカ社との間で契約の更新を行っております。

②　ワーマンポンプ

ワーマンポンプについては、当社と関連会社である大平洋機工株式会社との間で総販売代理店契約を締結し

ております。当社グループは、同社に対して資本関係のみならず、部品の販売や役員の派遣をするなど、強固

な関係を構築しておりますが、同社との関係に変更があった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可

能性があります。

 

(7) 法的規制について

当社グループの各関連事業は、貿易関連法令、環境関連法令、その他多数の法令により、規制を受けておりま

す。今後、これらの規制の改廃や新たな法的規制が設けられた場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可

能性があります。

 

(8) 人材の確保について

当社グループの事業には、専門的な技量や経験を有する人材が不可欠であるため、高度な商品知識をもった人

材や高度な技術力をもったエンジニア等の育成には常に注力しております。しかしながら、予定通りの人材の確

保を行えなかった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

２　臨時報告書の提出

後記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書（第115期事業年度）の提出日以後、本有価証券届出書提出日

（平成29年11月16日）までの間において、平成29年６月29日に臨時報告書を関東財務局長に提出しております。

当該臨時報告書の報告内容は以下のとおりであります。

 

１　提出理由

当社は、平成29年６月28日開催の第115期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取

引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨

時報告書を提出するものであります。

 

２　報告内容

(1) 株主総会が開催された年月日

平成29年６月28日
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(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

１．期末配当に関する事項

ア　株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金16円50銭　　総額　185,623,350円

イ　剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年６月29日

２．剰余金の処分に関する事項

ア　増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金　　　　500,000,000円

イ　減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金　　500,000,000円

 

第２号議案　定款一部変更の件

１．コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実・強化を目的に、監査等委員会設置会社へ移行すること

とし、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役および監査等委員会に関す

る規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等の変更を行う。

２．会社法の改正により、責任限定契約を締結できる役員等の範囲が変更されたことに伴い、業務執行取

締役等以外の取締役との間で責任限定契約を締結することを可能とする旨、規定の変更を行う。

３．株主名簿管理人を変更した場合につき、適時開示、ホームページへの掲載等により周知可能であり、

法定公告事項ではないことから、これを公告する旨の規定を削除する。

４．上記条文の新設・削除に伴う条数の変更等所要の変更および一部字句の修正を行う。

 

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、井村周一、伊藤信利、大岡　隆、小山文男、土屋　

修、中西俊雄、本間丈大および窪田義広を選任する。

 

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、世良孝司、柿原康一郎および森脇幸治を選任する。

 

第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、原田　彰を選任する。

 

第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の基本報酬等の額を年額４億円以内（うち社外取締役分は50

百万円以内）とすること、および各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議

によるものとする。

 

第７号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額を年額１億円以内とすること、および各監査等委員である取締役に

対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとする。

 

第８号議案　取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬等

の額および内容決定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に

対して、平成28年６月28日開催の第114期定時株主総会での承認に基づき導入された業績連動型株式報酬制

度に基づく報酬枠を廃止し、本制度に基づく報酬枠を改めて設定する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

件ならびに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)
(注)４

可決要件
決議の結果および

賛成割合
(％)

第１号議案
剰余金の処分の件

73,321 131 10 (注)１ 可決 99.82

第２号議案
定款一部変更の件

71,577 1,885 0 (注)２ 可決 97.45

第３号議案
取締役（監査等委員である
取締役を除く。）８名選任
の件

   

(注)３

  

井村　周一 71,355 2,107 0 可決 97.15

伊藤　信利 71,372 2,090 0 可決 97.17

大岡　隆 71,359 2,103 0 可決 97.15

小山　文男 71,367 2,095 0 可決 97.16

土屋　修 71,361 2,101 0 可決 97.15

中西　俊雄 71,254 2,208 0 可決 97.01

本間　丈大 71,377 2,085 0 可決 97.18

窪田　義広 71,377 2,085 0 可決 97.18

第４号議案
監査等委員である取締役３
名選任の件

   

(注)３

  

世良　孝司 71,343 2,118 1 可決 97.13

柿原　康一郎 71,114 2,347 1 可決 96.82

森脇　幸治 69,849 3,612 1 可決 95.09

第５号議案
補欠の監査等委員である取
締役１名選任の件

71,294 2,167 1 (注)３ 可決 97.06

第６号議案
取締役（監査等委員である
取締役を除く。）の報酬等
の額決定の件

70,877 2,584 1 (注)１ 可決 96.49

第７号議案
監査等委員である取締役の
報酬等の額決定の件

70,953 2,508 1 (注)１ 可決 96.60

第８号議案
取締役（監査等委員である
取締役および社外取締役を
除く。）に対する業績連動
型株式報酬等の額および内
容決定の件

72,657 804 1 (注)１ 可決 98.92

 

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

４. 棄権の議決権数には、無効の議決権数を含める。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを集

計したことにより、議案は可決要件を満たしたことから、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および

棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

 

EDINET提出書類

ラサ商事株式会社(E02547)

有価証券届出書（組込方式）

 9/14



 

第四部 【組込情報】

　

次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書
事業年度

（第115期）
自　平成28年４月１日
至　平成29年３月31日

平成29年６月28日
関東財務局長に提出

四半期報告書
事業年度

（第116期第２四半期）
自　平成29年７月１日
至　平成29年９月30日

平成29年11月10日
関東財務局長に提出

 

なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織（ＥＤＩＮＥＴ）を使用し

て提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について（電子開示手続等ガイド

ライン）Ａ４－１に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。

 

第五部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。

 

第六部 【特別情報】

 
該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

 

 

平成29年６月27日

ラサ商事株式会社

取締役会  御中

監査法人  大手門会計事務所
 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士   武   川   博   一   ㊞

 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士   中　　村   尋　　人　　㊞

 

 

　

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるラサ商事株式会社の平成28年４月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結

貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連

結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

　

連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を

策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、

当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用

される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス

ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する

内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見

積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ラ

サ商事株式会社及び連結子会社の平成29年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、ラサ商事株式会社の平成29年

３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

　

内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。
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監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の

基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施

することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する

ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重

要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評

価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

当監査法人は、ラサ商事株式会社が平成29年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の

内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財

務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以  上

 
 

(注) １ 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が

別途保管しております。

２ XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

 

平成29年６月27日

ラサ商事株式会社

取締役会  御中

監査法人  大手門会計事務所
 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士   武   川   博   一   ㊞

 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士   中　　村   尋　　人   ㊞

 

 

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるラサ商事株式会社の平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第115期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

　

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。

財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検

討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ラサ商

事株式会社の平成29年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以  上

 
 

(注) １ 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が

別途保管しております。

２ XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成29年11月９日

ラサ商事株式会社

取締役会  御中

　

監査法人 大手門会計事務所
 

　

指定社員

業務執行社員
 公認会計士   武   川   博   一   ㊞

 

　

指定社員

業務執行社員
 公認会計士   中　　村   尋　　人　　㊞

 

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているラサ商事株式会

社の平成29年４月１日から平成30年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平成29年７月１日から平成

29年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成29年４月１日から平成29年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・

フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ラサ商事株式会社及び連結子会社の平成29年９月30日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示して

いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

　
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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